
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協会けんぽの手続きに電子申請が導入されます 

 

◆電子申請の導入 

 ９月 10日、協会けんぽは、電子申請サイトの開設と「けんぽアプリ」のリリースを行い、マ

イナンバーカードを利用して本人確認のうえ、手続きを行う仕組みを準備中であると公表しまし

た。 

 

◆電子申請による手続きイメージ 

 資料によれば、傷病手当金や出産手当金、出産育児金、高額療養費などの申請書が対象となっ

ています。マイナ保険証を持っていない被保険者向けに紙の保険証に代わって発行される資格確

認書の交付申請書も、対象となっています。 

 手続きフローとしては、協会ホームページまたは「けんぽアプリ」から電子申請サイトにログ

インして希望する申請書を選択し、申請情報を入力の上、必要な添付書類は電子ファイルでアッ

プロードするというものが示されています。審査に関する通知もシステム上で行われ、確認画面

にステータスを表示することとなっています。 

ただし、示されているのは被保険者自身が手続きを行うフローのみのため、会社の担当者や手

続きの委託を受ける社会保険労務士がどのように手続きを行うのかは、現時点で明らかにされて

いません。 

 

◆いつから導入される？ 

 資料によれば、令和８年１月からのサービス開始が予定されており、電子申請のほかに健康づ

くりに関するコンテンツ配信などが予定されています。 

 その後、検証の上、令和 10年１月には「健診予約」や「デジタルな健康手帳」等、加入者の

利便性向上に資するプッシュ型の機能の実装と入社と同時に自動的にアプリをインストールする

ような仕組みを構築するとされていますが、あくまで構想とされています。 

【全国健康保険協会「第 137回全国健康保険協会運営委員会資料」】 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat720/r07/002/250910/ 
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リ・スキリング等教育訓練支援融資が開始されます 

 

厚生労働省は、「リ・スキリング等教育訓練支援融資」を開始すると発表しました。スキルア

ップ等を目指す人が生活面の不安なく訓練を受けることができるよう、「教育訓練費用」と「教

育訓練期間中の生活費」を融資するもので、訓練を修了した人が一定の要件を満たした場合、債

務残高の返済が一部免除されます。 

 

◆融資対象者（抜粋） 

・ハローワークに求職の申し込みをしていること 

・雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと 

・労働の意思と能力があること 

・職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと 

・過去に３年以上の就業経験があること 

・キャリアコンサルティングを受けて、ジョブ・カードを作成していること 

・融資申込時に 18歳以上、融資開始時に 66歳未満であること 

◆対象となる教育訓練 

（1）訓練期間が１カ月以上４年以内のもの 

（2）以下のいずれかに当てはまるもの 

  １．学校教育法に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校または各種学校

が提供する教育訓練 

  ２．厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を実施している法人等が提供する教育訓練 

 ３．求職者支援訓練または公共職業訓練等 

◆返済の一部免除 

・融資申込時点での融資対象者本人の年収が 500万円未満であること 

・求職者支援訓練、公共職業訓練または教育訓練給付金の指定講座を修了すること 

・訓練終了日の翌日から１年以内に雇用保険被保険者として就職し、１年以上継続的に雇用され

ること 

・訓練修了後の賃金が訓練開始前の賃金と比較して５％以上上昇していること 

◆融資内容 

・実施機関：労働金庫 

・上限額：教育訓練費用として年間 120万円、生活費として年間 120万円（最大２年間分） 

・融資利率：年利率：２％（固定金利、信用保証率年 0.5％を含む） 

  

企業が申請できるものではありませんが、今後、この融資を利用中の求職者の面接をすること

もあるかもしれないので知っておくとよいでしょう。 

【厚生労働省「リ・スキリング等教育訓練支援融資」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/reskillingtou_shie

nyushi.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/reskillingtou_shienyushi.html
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外国人労働者に人事・労務を説明する際に役立つ支援ツール 

 

 日本の法制度や雇用慣行は外国人労働者にとっては馴染みのないことも少なくありません。そ

のため、厚生労働省から、職場のルールを理由や背景も含めて説明し、理解を深めてもらうこと

を目的とした支援ツールが出されています。 

 

◆『外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集』 

採用、賃金、労働時間といった９つのテーマをあげ、雇用管理で実際に想定される場面ごとに、

①外国人社員に説明する前に読んで理解しておくとよいポイント、②実際に外国人の方にそのま

ま話したり見せたりできるよう「やさしい日本語」による説明の例が紹介されています。例えば、

採用後に労働者が提出する書類について、｢日本では、あなたに代わって会社が税金や保険の計算

をします。あなたのためにしますから、必要な情報を会社に教えてください。｣とルビつきで示さ

れています。 

 

◆雇用管理に役立つ多言語用語集 

人事・労務の場面でよく使用する労働関係、社会保険関係の用語約 420 語について、定義・例

文を検索できる用語集です。やさしい日本語のほか、９言語（英語、韓国語、中国語（簡・繁）、

タガログ語、ベトナム語、ネパール語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、カンボジア

語、タイ語、ミャンマー語、モンゴル語）に対応しています。 

就業規則などを外国人労働者に説明する際、理解が難しそうな用語などを検索して、翻訳を提

示したり、外国人社員本人が、人事・労務用語の入社前の学習や辞書として活用したりすること

が想定されています。 

 

◆モデル就業規則ほか 

厚生労働省のモデル就業規則は外国語版も出されています。そのほか、日本国内で働く外国人

の方に向けた｢労働条件ハンドブック｣や外国人労働者の労災防止に役立つ教材、資料も整備され

ています。 

【厚生労働省「外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか？」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/tageng

oyougosyu.html 

【厚生労働省「外国人労働者の安全衛生管理」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html 
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健康保険の被扶養者認定は令和８年４月から労働契約内容で年間収入を判定 

 

健康保険の被扶養者としての届出に係る者（以下「認定対象者」という。）の年間収入につい

ては、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後１年間

の収入の見込みにより判定されていましたが、令和８年４月からは、就業調整対策の観点から、

被扶養者認定の予見可能性を高めるため、次のとおり、労働契約段階で見込まれる収入を用いて

被扶養者の認定を行うこととされました。 

 

◆労働契約で定められた賃金（労働基準法第 11条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与

も含まれる。）から見込まれる年間収入が 130万円（認定対象者が 60歳以上の者である場合ま

たは概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合に

あっては、180万円。認定対象者（被保険者の配偶者を除く。）が 19歳以上 23歳未満である

場合にあっては 150万円）未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、 

(1) 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の２分の１

未満であると認められる場合 

(2) 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収

入額より少ない場合 

には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱う。 

 

◆労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合は、労働基準法第 15条の規定に基づき交

付される「労働条件通知書」（以下「通知書」という。）等の労働契約の内容が分かる書類の添

付および当該認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを求めることにより確認する。

具体的には、通知書等の賃金を確認し、年間収入が 130万円未満（一定の場合は 180万円また

は 150万円未満）である場合には、原則として被扶養者として取り扱う。なお、労働契約の更

新が行われた場合や労働条件に変更があった場合（以下「条件変更」という。）には、当該内

容に基づき被扶養者に係る確認を実施することとし、条件変更の都度、当該内容が分かる書面

等の提出を求める。 

【厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における

年間収入の取扱いについて」】 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf 

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf

